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■特集　平成２１年度
　大山崎町当初予算 P２
■催し　幻想的な明かりを守り、楽しむ
　ヒメボタル観察会・サミット  P５
■６５歳以上の方（第１号被保険者）
　の介護保険料を見直しました。  P６
■平成２０年度の利用状況
　情報公開・個人情報保護制度 P８

今月の主な内容

見
て
、

で
っ
か
い
タ
ケ
ノ
コ
！

︻
天
王
山
森
の
学
校
﹁
親
子
で
筍
掘
り
に
挑
戦
﹂
に
て
。
10
ペ
ー
ジ
に
関
連
︼
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一
般
会
計�

▼
▼
▼�

歳
入

　

歳
入
の
根
幹
と
な
る
町
税
は
、
前
年
度
と

比
べ
２
億
５
２
３
万
１
千
円
の
大
幅
な
減
額

を
見
込
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
減
額
の
主
な
要

因
は
、
町
民
税
の
う
ち
法
人
分
の
急
激
な
落

ち
込
み
で
、
前
年
度
と
比
べ
１
億
８
，１
８

０
万
円
（
△
50
・
４
％
）
の
減
額
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

地
方
交
付
税
は
、
前
年
度
と
比
べ
１
億
１

千
万
円
の
大
幅
な
増
額
を
見
込
ん
で
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
普
通
交
付
税
で
前
年
度
実
績
と

ほ
ぼ
同
額
の
１
億
７
千
万
円
を
計
上
し
た
た
め

で
す
。
ま
た
、
普
通
交
付
税
の
振
替
措
置
で

あ
る
一
般
財
源
扱
い
の
臨
時
財
政
対
策
債
は
、

前年度より
実質1億3,800万円の増額
平成21年度一般会計予算58億5,800万円

大 山 崎 町

当 初 予 算

平成  21 年度

特�集

　平成21年度当初予算は、前年度と比べ6億544万4千円（11．5％）増と２
年連続の大幅な増額となりました。これは主に、中学校建設事業費13億5千
万円、小学校耐震補強事業費１億5,700万円を計上したことによるものです。
これらを除いた比較では、平成20年度が約42億1,300万円、平成21年度が約
43億5,100万円となり、1億3,₈00万円（3．3％）の増額となっています。

歳
入
不
足
の
実
情
は
変
わ
ら
ず

前
年
度
か
ら
１
億
１
千
万
円
増
の
３
億
円
と

見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

予
算
総
額
が
大
き
く
な
っ
た
要
因
で
あ
る

中
学
校
再
構
築
事
業
や
大
山
崎
小
学
校
耐
震

補
強
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
財
源
と
し
て

国
庫
支
出
金
が
３
億
７
，１
３
９
万
２
千
円

の
増
額
、
ま
た
中
学
校
移
転
に
お
け
る
建
物

補
償
費
と
し
て
諸
収
入
で
も
３
億
９
，９
２

８
万
６
千
円
の
大
幅
な
増
額
と
な
っ
て
い
ま

す
。
な
お
、
前
年
度
に
公
共
施
設
整
備
基
金

か
ら
約
10
億
円
を
計
上
し
て
い
た
基
金
繰
入

金
は
、
前
年
度
に
比
べ
６
億
８
９
７
万
１
千

円
の
減
額
と
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
度
決
算
に
お
い
て
、
形
式
収
支

で
よ
う
や
く
黒
字
へ
の
転
換
を
図
っ
た
も
の

の
、
収
支
バ
ラ
ン
ス
は
依
然
と
し
て
歳
入
が

不
足
し
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。そ
の
た
め
、

旧
庁
舎
敷
地
や
そ
の
ほ
か
の
未
利
用
地
売
却

の
手
続
き
を
進
め
て
い
ま
し
た
が
、
一
定
事

務
の
目
処
が
た
ち
ま
し
た
。
平
成
21
年
度
予

算
で
は
こ
の
売
り
払
い
収
入
と
し
て
１
億
６

千
万
円
を
財
産
収
入
に
計
上
す
る
こ
と
で
歳

入
不
足
を
カ
バ
ー
し
、
か
ろ
う
じ
て
歳
入
と

歳
出
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
予
算
編
成
と
な
っ

て
い
ま
す
。
本
町
は
、
依
然
と
し
て
厳
し
い

財
政
状
況
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。

町税の内訳

歳入 グラフ

歳入

5₈億
5,₈00万円
（構成比）

町税
２６億8,６１3万6千円
（4５.９%）

 地方譲与税 3,7００万円
 自動車取得税交付金  ２,５００万円
 地方特例交付金  ２,２8０万円
 利子割交付金 １,５００万円
 配当割交付金 １,4００万円
 株式等譲渡所得割交付金 １,０００万円
 交通安全対策特別交付金 3２０万円

（２.２%）

分担金及び負担金  8,６９６万７千円
使用料及び手数料  ５,０38万3千円
寄附金 ６００万４千円
繰越金 ５００万円

（２.５%）

諸収入
4億7,６５7万7千円
（8.１%）

財産収入
4億3,4１１万2千円

（7.4%）

町民税(個人) 8億9,95₈万円
（33．5% )

1億7,₈₆0万1千円
（₆．₆% )

4億₆,172万8千円
（17．2% )

10億3,542万7千円
（3₈．52% )

9,5₆0万円
（3．₆% )

1,520万円
（0．₆% )

町民税(法人)

固定資産税（個人）

固定資産税（法人）

町たばこ税

軽自動車税

繰入金
4億２,１０3万4千円

（7.２%）

国庫支出金
5億１,０６7万4千円

（8.7%）

町債
4億９,５５０万円

（8.５%）

地方交付税
2億3,０００万円

（3.９%）

府支出金
1億９,4６１万3千円

（3.3%）

地方消費税交付金
1億3,4００万円

（２.3%）

自主財源

依存財源
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財
政
再
建
を
念
頭
に
、
景
気
対
策
も

一
般
会
計�

▼
▼
▼�

歳
出

　

平
成
21
年
度
予
算
は
、
引
き
続
き
財
政
再

建
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
も
、
急
激
に
悪
化

し
つ
つ
あ
る
経
済
情
勢
に
対
応
し
た
予
算
と

な
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
中
学
校
再

構
築
事
業
や
公
共
交
通
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
事
業
な
ど
の
大
規
模
事
業
、
小
学
校
・

保
育
所
施
設
の
改
修
や
設
備
の
充
実
な
ど
、

イ
ン
フ
ラ
整
備
に
係
る
予
算
を
計
上
す
る
こ

と
で
景
気
対
策
を
図
り
な
が
ら
、
介
護
保
険

料
の
負
担
軽
減
や
不
況
・
雇
用
対
策
の
実
施

な
ど
、
住
民
生
活
の
下
支
え
に
も
積
極
的
に

取
り
組
む
予
算
編
成
と
し
て
い
ま
す
。

　

中
学
校
建
設
事
業
は
、
平
成
21
年
内
の
新

校
舎
完
成
を
目
指
し
て
、
校
舎
建
設
工
事
の

ほ
か
備
品
購
入
費
・
用
地
購
入
費
を
併
せ
て

13
億
５
千
万
円
を
計
上
し
て
い
ま
す
。
小
学

校
費
で
は
、
公
立
学
校
施
設
整
備
計
画
に
基

づ
き
、
大
山
崎
小
学
校
は
北
校
舎
の
耐
震
補

強
工
事
費
を
、
第
二
大
山
崎
小
学
校
は
緊
急

度
の
高
い
給
食
室
整
備
の
工
事
費
な
ど
を
計

上
し
て
い
ま
す
。

　

直
接
の
不
況
・
雇
用
対
策
と
し
て
は
、
不

況
・
応
急
生
活
対
策
資
金
等
特
別
融
資
保
証

料
助
成
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
国
が
実
施

す
る
緊
急
雇
用
創
出
事
業
も
活
用
し
て
、
臨

時
職
員
雇
用
な
ど
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

　

性
質
別
で
見
る
と
、
人
件
費
が
２
，７
６

５
万
８
千
円
（
２
・
１
％
）
の
増
額
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
早
期
退
職
者
が
予
定
以
上
に

増
え
た
こ
と
に
伴
う
退
職
手
当
組
合
負
担
金

の
増
加
分
が
約
２
，７
０
０
万
円
と
見
込
ま

れ
る
こ
と
が
主
な
要
因
で
す
。
職
員
数
は
、

平
成
21
年
度
の
職
員
の
新
規
採
用
を
見
送
っ

た
こ
と
で
、
一
般
会
計
で
一
般
職
が
４
人
減

と
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
22
年
度
も
通
常
退

職
者
の
不
補
充
を
継
続
す
る
こ
と
で
、
平
成

22
年
４
月
時
点
で
「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」
に

お
け
る
職
員
数
削
減
の
目
標
数
値
で
あ
る
１

３
６
人
を
ほ
ぼ
達
成
で
き
る
見
通
し
で
す
。

町民１人あたりで見ると…約38万円
歳　出 歳　入

議会費 7,５００円

町税

町民１人の額
９５,２１4円

（２５.１％）

総務費 44,９９3円
民生費 87,3０7円
衛生費 3０,838円
労働費 ２,０8５円

町税（法人分）
78,５２２円

（２０.7％）

農林水産業費 １,8００円
商工費 １,4２６円
土木費 ２２,3０１円
消防費 ２２,4６０円 その他

（交付税、町債など）
２０５,１５3円
（５4.２％）

教育費 １２９,7６8円
災害復旧費 ０円
公債費 ２8,０88円
予備費 3２3円

� �※平成２１年３月3１日現在の住民基本台帳人口（１５,4６１人）で計算

平成₂₁年度　町長の重点施策
1 協働と住民参加の条件を広げ、話し合い、力を合わせて、新たな展開を図る。
2�福祉・暮らしを支え、教育環境の整備と次世代を支援する町づくり。
3�商工・観光資源の発掘と、地域力の涵養・振興を図り、元気な個性ある町づくりをすすめる。
4�天王山と三川合流の自然・環境を守りながら、安全・安心の地域づくりをすすめる。
5�可能な限り新たな住民負担増を回避しながら、無駄のない合理的な町政運営を貫き財政再建に努める。

歳出 性質別グラフ

維持補修費
６,０６２万4千円

（１.１%）

義務的経費

歳出

5₈億
5,₈00万円
（構成比）

貸付金 3,０8０万円
積立金 7１９万4千円
予備費 ５００万円
 （０.7%）

人件費
１3億５,3０５万6千円
（２3.１%）

繰出金
3億4,５34万8千円

（５.９%）

扶助費
4億3,９4２万円
（7.５%）

公債費
4億3,4２６万1千円
（7.4%）

普通建設事業費
１５億4,６83万5千円

（２６.4%）

補助費等
9億２,１3２万1千円

（１５.7%）

物件費
7億１,4１4万1千円

（１２.２%）

投資的経費 消費的経費
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特
別
会
計

総務費

バリアフリー基本構想（点字ブロック設置など）　【新規】 ５3万円
第３次総合計画第３期基本計画策定事業　【新規】 ５００万円
鉄道施設バリアフリー化設備整備補助金 7,２００万円
ＪＲ山崎駅周辺整備基本構想策定事業　【新規】
基幹系等電算システム更新事業　【新規】
（財務会計・健康管理システム・税務共同化に伴うものを含む） ５,7００万円

不況雇用対策事業　【新規】 １8０万円
国民投票人名簿調整のためのシステム改修　【新規】 １１０万円
戸籍電算化事業　【新規】

民生費

乙訓福祉施設事務組合負担金 ２,５73万円
国民健康保険事業特別会計繰出金 ５,２６7万円
くらしの資金貸付事業 8０万円
障害者地域活動支援センター（旧大山崎共同作業所）補助金など １,２3９万円
バリアフリー基本構想（点字ブロック設置など）　【新規】 4６万円
老人保健事業特別会計繰出金 １９９万円
後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金（連合会負担金含む） 1億3,１５4万円
介護保険事業特別会計繰出金 1億２,383万円
子育てサポートセンター運営事業　【新規】 ２7０万円
次世代育成支援・地域行動計画（後期計画）策定事業　【新規】 ２００万円

衛生費
乙訓環境衛生組合負担金 1億7,６６５万円
妊婦健康診査事業（５回→１4回） １,２7９万円

労働費 不況・応急生活対策資金等特別融資保証料助成　【新規】 ２０万円

土木費

下水道事業特別会計繰出金 1億4,０００万円
大山崎排水ポンプ大規模改修工事（大山崎・下植野）
町道大山崎島本線道路改良設計事業　【新規】
北部地区都市再生整備計画策定事業　【新規】
木造住宅耐震改修事業　【新規】 ６０万円

消防費

乙訓消防組合負担金 3億１,９33万円
消防団本部旗の更新　【新規】 4９万円
自主防災組織支援事業　【新規】 3０６万円
土砂災害ハザードマップ整備事業　【新規】 １3万円

教育費

学校司書臨時職員（緊急雇用創出事業） ２38万円
大山崎小学校耐震補強事業　【新規】 1億５,7００万円
第二大山崎小学校空調機設置工事　【新規】
大山崎中学校建設事業 １3億５,０００万円
男女共同参画計画改定に係る町民意識調査　【新規】
バリアフリー基本構想（点字ブロック設置など）　【新規】 ２０万円
中央公民館施設改修工事　【新規】
学童保育施設改修工事　【新規】
ふるさとセンター施設改修工事　【新規】

労働費
3,223万2千円

農林水産業費
2,7₈3万７千円

災害復旧費
2千円

予備費
500万円

商工費
2,204万６千円

歳出 目的別グラフ

会計名 予算額
国民健康保険事業特別会計 13億74₈9万円�

下水道事業特別会計 ６億53₆7万円�

老人保健事業特別会計 1500万円�

介護保険事業特別会計 ８億₆0₈5万５千円�

後期高齢者医療保険事業特別会計 １億₈759万５千円�

自動車駐車場事業特別会計 1905万５千円�

区有財産管理特別会計 4719万８千円�

特別会計合計 ₃₁億5₈₂6万３千円 

議会費　１億1,59₆万1千円

総務費　6億9,5₆3万7千円

民生費　13億4,9₈5万2千円

衛生費　4億7,₆7₈万5千円

土木費　3億4,479万8千円

消防費　3億4,724万8千円

教育費　20億₆34万1千円

公債費　４億3,42₆万１千円
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幻
想
的
な
明
か
り
を
守
り
、
楽
し
む

ヒ
メ
ボ
タ
ル
観
察
会・サ
ミ
ッ
ト

主
催
＝
乙
訓
の
自
然
を
守
る
会
、
島
本
・
緑
と
水
を
守
る
会

後
援
＝
大
山
崎
町
、
大
山
崎
町
教
育
委
員
会
、
島
本
町
、
島
本
町
教
育
委
員
会

　

ヒ
メ
ボ
タ
ル
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？　

　

ヒ
メ
ボ
タ
ル
は
、
知
名
度
は
低
い
も
の

の
、
東
北
か
ら
九
州
ま
で
ほ
ぼ
全
国
に
分

布
し
、
山
地
や
河
川
敷
な
ど
の
や
や
湿
っ

た
低
木
地
や
草
地
に
生
息
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
ヒ
メ
ボ
タ
ル
の
西
日
本
最

大
級
の
生
息
地
が
、
こ
こ
大
山
崎
町
の
桂

川
河
畔
林
に
あ
り
、
約
12
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

土
地
に
７
，０
０
０
を
超
え
る
数
が
生
息

し
て
い
ま
す
。
発
光
は
、
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル

や
ヘ
イ
ケ
ボ
タ
ル
に
比
べ
る
と
弱
い
も
の

の
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
状
に
鋭
く
光
る
黄
色
み

を
帯
び
た
光
は
、
美
し
さ
で
は
決
し
て
引

け
を
と
り
ま
せ
ん
。

　

ヒ
メ
ボ
タ
ル
の
幻
想
的
な
明
か
り
を
一

緒
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。
ヨ
シ
笛
、
オ
カ

リ
ナ
の
演
奏
も
あ
り
ま
す
。

と
き
＝
５
月
23
日
土
・
24
日
日

午
後
９
時
～
11
時
（
雨
天
時
は
翌
週
に
順

延
）

と
こ
ろ
＝
▽
桂
川
河
畔
林（
大
山
崎
町
内
）

▽
島
本
町
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
付
近

※
２
カ
所
同
時
開
催

定
員
＝
各
会
場
と
も
50
人
（
先
着
順
）

対
象
＝
小
学
生
以
上
（
小
学
生
は
保
護
者

同
伴
の
こ
と
）

参
加
費
＝
一
家
族
３
０
０
円
（
保
険
代
）

申
込
方
法
＝
５
月
１
日
金
か
ら
16
日
土

に
、
往
復
は
が
き
に
参
加
者
全
員
の
▽
住

所
▽
氏
名
▽
電
話
番
号
を
明
記
の
う
え
左

記
ま
で
。

問
・
申
込
＝
（
〒
６
１
８
―
０
０
９
１　

大
山
崎
町
字
円
明
寺
小
字
小
倉
口
１
―

19
）
竹
内　

☎
９
５
７
―
５
６
９
２

と
き
＝
６
月
20
日
土
午
後
１
時
半
～
７
時

（
午
後
１
時
か
ら
受
付
）

と
こ
ろ
＝
大
山
崎
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

内
容
＝
▽
講
演
「
ヒ
メ
ボ
タ
ル
と
は
（
仮

題
）」
▽
市
民
活
動
と
保
護
活
動
▽
ポ
ス

タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
▽
懇
親
会
（
午
後
５
時

30
分
か
ら
）

※
懇
親
会
の
み
要
申
込

参
加
費
＝
▽
サ
ミ
ッ
ト
５
０
０
円
▽
懇
親

会
２
，５
０
０
円

申
込
期
間
＝
受
付
中
～
６
月
10
日
水

問
・
申
込
＝
丹
下　

☎
０
８
０
―
５
６
３

３
―
５
８
２
８

人間の生活圏に比較的近いところにあるヒメボタ
ルの生息地。開発などの影響を受けやすく、近年
は減少しつつあります。地域の宝「ヒメボタル」は、
みんなの手で守っていかなければいけません。

第
12
回
ヒ
メ
ボ
タ
ル
サ
ミ
ッ
ト
開
催
記
念

ヒ
メ
ボ
タ
ル
観
察
会

ヒ
メ
ボ
タ
ル
サ
ミ
ッ
ト
in
天
王
山

�
（
第
12
回
ヒ
メ
ボ
タ
ル
サ
ミ
ッ
ト
）

催�

し

昨年のヒメボタル観察会では、数千もの小さな明かりが作りだす美しい眺めに、参加者は一様に息を飲んでいました
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第４次介護保険事業計画（平成21年度～ 23年度）で、
介護保険料基準額を4,451円から3,719円に見直しました

65
歳
以
上
の
方（
第
１
号
被
保
険
者
）の

介
護
保
険
料
を
見
直
し
ま
し
た
。

問合せ＝町民健康課  高齢者福祉・保険医療係　　☎９５６-２１０１（内１38）

段階 対象者 年間保険料額
（基準額：3,7１９円）

1
○生活保護受給者 
○ 老齢福祉年金受給者で本人および世帯全員が
住民税非課税の方

基準額×１２×０.4５=
 ２０,１００円

2
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の
課税年金収入と合計所得金額の合計が8０万円以
下の方

基準額×１２×０.５= 
２２,3００円

3 本人および世帯全員が住民税非課税で、第２段
階対象者以外の方

基準額×１２×０.7５= 
33,５００円

4
本人が住民税非課税で、かつ同じ世帯の中に住
民税課税者がいる方で、本人の公的年金収入と
合計所得金額の年額が8０万円以下の方

基準額×１２×０.９= 
4０,２００円

5 本人が住民税非課税で、同じ世帯の中に住民税
課税者がいる方

基準額×１２×１.０=
44,６００円

6 本人が住民税課税で、本人の合計所得が１２５万
１円未満の方

基準額×１２×１.２５= 
５５,8００円

7 本人が住民税課税で、本人の合計所得が１２５万
１円以上２００万円未満の方

基準額×１２×1.3５=
 ６０,２００円

8 本人が住民税課税で、本人の合計所得が２００万
円以上3５０万円未満の方

基準額×１２×１.６=
 7１,4００円

9 本人が住民税課税で、本人の合計所得が3５０万
円以上５００万円未満の方

基準額×１２×１.7= 
7５,９００円

10 本人が住民税課税で、本人の合計所得が５００万円
以上の方

基準額×１２×２.０= 
8９,3００円

段階 対象者 年間保険料額
（基準額：4,4５１円）

1
○生活保護受給者�
○�老齢福祉年金受給者で本人および世帯全
員が住民税非課税の方

基準額×１２×０.4５= 
２4,０００円

2
本人および世帯全員が住民税非課税で、本
人の課税年金収入と合計所得金額の合計が
８０万円以下の方

基準額×１２×０.５= 
２６,7００円

3 本人および世帯全員が住民税非課税で、第
２段階対象者以外の方

基準額×１２×０.7５= 
4０,１００円

4 本人が住民税非課税で、同じ世帯の中に住
民税課税者がいる方

基準額×１２×１.０= 
５3,4００円

5 本人が住民税課税で、本人の合計所得が200
万円未満の方

基準額×１２×１.3= 
7２,１００円

6 本人が住民税課税で、本人の合計所得が200
万円以上500万円未満の方

基準額×１２×１.7= 
９０,8００円

7 本人が住民税課税で、本人の合計所得が500
万円以上の方

基準額×１２×２.０= 
１０６,8００円

※ 第６段階の基準額が１２５万1円未満となっているのは、激変緩和対象者の所得基準額が１２５
万円以下（１２５万円未満）であったことを前提としているものです

※ 新たな「基準額」を基に、所得階層ごとの保険料年額を算出しています。なお、１００円未
満は四捨五入となります。

※１００円未満四捨五入 ※１００円未満四捨五入

（細分化）

（細分化）

（細分化）

（新）保険料 （旧）保険料

　

介
護
保
険
と
は

　

介
護
保
険
制
度
と
は
、
介
護
が
必
要
な
状
態

に
な
ら
な
い
よ
う
に
予
防
す
る
と
と
も
に
、
万

一
、
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
で
も
、
安
心

し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
た
め
の
制
度
で
す
。
み

ん
な
で
お
金
（
保
険
料
）
を
出
し
合
い
、
介
護

を
必
要
と
す
る
人
や
そ
の
家
族
の
負
担
を
社
会

全
体
で
支
え
合
っ
て
い
く
た
め
に
作
ら
れ
ま
し

た
。

　

保
険
料
の
見
直
し
は
３
年
毎

　

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
は
、

１
割
を
利
用
者
が
自
己
負
担
し
、
９
割
の
内
の

半
分
を
国
・
府
・
町
の
公
費
で
、
残
り
半
分
を

保
険
料
で
賄
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
現
在
の
わ
が
国
で
は
、
景
気
の
悪
化

や
雇
用
不
安
に
加
え
、
高
齢
化
が
急
速
に
進
ん

で
い
ま
す
。
介
護
保
険
制
度
で
は
、
こ
の
よ
う

な
社
会
情
勢
の
変
化
や
高
齢
者
人
口
の
増
加
に

対
応
す
る
た
め
に
、
市
町
村
が
３
年
を
期
間
と

す
る
「
介
護
保
険
事
業
計
画
」
を
定
め
て
、
制

度
運
用
や
保
険
料
の
見
直
し
を
行
って
い
ま
す
。

　

保
険
料
の
決
め
方

　

介
護
保
険
料
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
賄
う

た
め
に
必
要
と
予
想
さ
れ
る
金
額
か
ら
、
国
・

府
・
町
が
負
担
す
る
公
費
分
と
第
２
号
被
保
険

者
（
65
歳
未
満
）
か
ら
の
負
担
分
を
除
い
た
額

を
基
準
額
と
し
て
算
出
し
、
こ
れ
に
第
１
号
被

保
険
者
（
65
歳
以
上
）
の
所
得
区
分
ご
と
に
決

め
ら
れ
た
乗
率
を
掛
け
て
決
定
し
ま
す
。

　

今
回
の
事
業
計
画
の
見
直
し
で
、
本
町
は
こ

の
介
護
保
険
料
の
基
準
額
を
、
こ
れ
ま
で
の
月

額
４
，４
５
１
円
か
ら
、
月
額
３
，７
１
９
円
に

引
き
下
げ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
第
３
次
事
業
計
画
期
間
中
（
平
成

18
年
度
～
20
年
度
）
の
保
険
給
付
額
が
予
想
を

下
回
っ
た
こ
と
で
生
じ
た
積
立
金
を
繰
り
入
れ

た
こ
と
や
、
保
険
料
の
軽
減
措
置
と
し
て
被
保

険
者
の
所
得
区
分
を
よ
り
細
分
化
し
た
こ
と
な

ど
に
よ
る
も
の
で
す
。

※�

第
５
次
事
業
計
画
（
平
成
24
年
度
～
26
年

度
）
を
策
定
す
る
際
に
は
、
今
回
と
は
逆
に

基
準
額
を
引
き
上
げ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す

　

保
険
料
、こ
う
変
わ
り
ま
し
た
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40
歳
か
ら
₆4
歳
の
方
︵
第
２
号
被
保
険
者
︶

の
介
護
保
険
料

あなたは「生活保護」を受けていますか？

世帯の中で、住民税が課税
されている方はいますか？

あなたは住民税が課税
されていますか？

前年の合計所得金額
が 500万円以上あり
ましたか？

前年の合計所得金額
が 350万円以上あり
ましたか？

前年の合計所得金額
が 200万円以上あり
ましたか？

前年の合計所得金額
が 125万円１円以上
ありましたか？

老齢福祉年金を受給
していますか？

課税年金収入額と合
計所得金額の合計が
80万円以下ですか？

課税年金収入額と合
計所得金額の合計が
80万円以下ですか？

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

スタート

第 1段階 第 2段階 第 3段階 第 4段階 第 6段階 第 7段階 第 8段階 第 9段階 第 10段階第 5段階

　

あ
な
た
の
介
護
保
険
料
は
い
く
ら
？

　

左
図
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
従
っ
て
、
自
分
が
第
１

段
階
か
ら
第
10
段
階
の
ど
の
段
階
に
該
当
す
る
の
か
を

見
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
結
果
を
前
ペ
ー
ジ
の
「
保
険

料
、
こ
う
変
わ
り
ま
し
た
」
の
表
に
当
て
は
め
る
と
、

あ
な
た
の
１
年
間
の
介
護
保
険
料
が
分
か
り
ま
す
。

※�
収
入
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方
は
、
暫
定
的
に
第
３

段
階
と
な
り
ま
す
（
町
介
護
保
険
条
例
第
10
条
）

　

介
護
保
険
料
の
納
め
方

　

介
護
保
険
料
の
納
め
方
に
は
、
特
別
徴
収
と
普
通
徴

収
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

▼
特
別
徴
収
⋮
年
金
の
年
額
が
1₈
万
円
以
上
の
方

　

�

保
険
料
が
、
年
６
回
に
分
け
て
年
金
の
支
払
い
月
に

天
引
き
さ
れ
ま
す
。

※�

年
金
額
が
18
万
円
以
上
で
あ
っ
て
も
特
別
徴
収
に
な

ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す

天
引
き
の
対
象
と
な
る
年
金

○
老
齢
（
退
職
）
年
金

○
遺
族
年
金

○
障
害
年
金

▼
普
通
徴
収
⋮
年
金
の
年
額
が
1₈
万
円
未
満
の
方

　

�

町
が
送
付
す
る
納
付
書
で
保
険
料
を
個
別
に
納
め
ま

す
。

※�

納
め
る
手
間
が
か
か
ら
ず
、
納
め
忘
れ
の
心
配
も
な

い
口
座
振
替
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。手
続
き
は
、

口
座
振
替
を
希
望
す
る
町
指
定
の
金
融
機
関
窓
口
で

行
っ
て
く
だ
さ
い

例
外
的
に
普
通
徴
収
の
対
象
と
な
る
方

　

本
来
、
特
別
徴
収
に
該
当
す
る
方
で
も
、
左
記
の
要

件
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
、
一
時
的
に
納
付
書
で

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
年
度
の
途
中
で
65
歳
に
な
っ
た

○
年
度
の
途
中
で
ほ
か
の
市
町
村
か
ら
転
入
し
た

○
年
金
が
一
時
差
し
止
め
に
な
っ
た

○�

年
度
の
途
中
で
所
得
段
階
の
区
分
が
変
更
に
な
っ
た

○�

年
度
の
初
め
（
４
月
１
日
）
の
時
点
で
、
年
金
を
受

け
て
い
な
か
っ
た

　

介
護
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と
⋮

　

介
護
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と
、
未
納
期
間
に

応
じ
て
保
険
給
付
が
制
限
さ
れ
ま
す
。

▼
１
年
以
上
未
納
の
方
は

　

�

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
が
、
一
旦
立
て
替
え

払
い
と
な
り
ま
す
。

▼
１
年
６
カ
月
以
上
未
納
の
方
は

　

�

立
て
替
え
払
い
を
し
た
サ
ー
ビ
ス
費
の
一
部
ま
た
は

全
部
が
、
一
時
的
に
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

▼
２
年
以
上
未
納
の
方
は

　

�

介
護
保
険
料
の
未
納
期
間
に
応
じ
て
、
利
用
者
負
担

が
３
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
り
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

 
 

　

40
歳
か
ら
64
歳
の
方
の
介
護
保
険
料
は
、
加
入
し
て

い
る
医
療
保
険
の
算
定
方
法
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

　

医
療
保
険
の
保
険
料
（
税
）
と
一
緒
に
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
ご
加
入
の
医
療
保
険
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は

　

�

介
護
保
険
分
は
、所
得
な
ど
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
介
護
保
険
分
な
ど
を
合
わ
せ
て
国
民
健
康

保
険
料
（
税
）
と
し
て
世
帯
主
が
納
め
ま
す
。

▼
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

　

�

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
算
定
方
法
に
よ
っ
て
決

ま
り
ま
す
。
介
護
保
険
分
な
ど
を
合
わ
せ
て
健
康
保

険
料
と
し
て
給
与
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。


